
 令和８年第２回教育委員会会議 報告事項（７） 

 

教育委員会の権限事務に係る教育長の臨時代理（県議会議案「児童福

祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例」に対する意見） 

 

義務教育課 

  

１ 概 要 

 令和８年第１回沖縄県議会に知事が提出した議案「児童福祉法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」に係る、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定に基づく意見聴取に対する回答につ

いて、教育委員会会議を開催する時間的余裕がなかったことから、令和８年２

月２日に沖縄県教育委員会の議決事項及び教育長に委任する事項等に関する規

則第７条第１項に基づき、教育長による臨時代理により回答した。 

 

 

２ 「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する

条例」案の概要 

⑴ 地域限定保育士に係る根拠法令が児童福祉法に位置づけられたことに伴い、

従前の国家戦略特別区域法に位置づけられた保育士についても引き続き保育

士登録や関係施設での配置が可能となるよう条例の規定を整理する。 

⑵ 虐待等の禁止を規定する条項において、虐待行為の定義として引用する法

律や条項の整理を行う。 

 

 

３ 臨時代理した意見の内容 

  議案「児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例」は、児童福祉法の一部改正に伴い、従前の地域限定保育士制度が、

全国的な制度として児童福祉法に位置づけられたこと、条例で規定していた認

定こども園での虐待の禁止行為を定義するにあたり用いられていた法令が、児

童福祉法から認定こども園関係法に変更されたことにより改めるものであるこ

とから、異議がない旨を回答した。 

 

 

 

 

 












